
別表（第３条関係） 

 

事業 

区分 
事業の種別 交付対象者 交付対象となる地区 交付額 

人
材
配
置
支
援 

実践活動サポーター配

置支援事業 

支援対象事業に、過疎債ソフト（過疎地域の持続的発展 

の支援に関する特別措置法（以下過疎法という。）第14条

第２項に規定する過疎地域持続的発展特別事業の実施

のため特別に認められる地方債をいう。）を充当しない

市町村 

中山間地域に所在する地区 支援対象経費に10分の1.5を乗じて得た額 

複数エリアコーディネ

ーター配置支援事業 

支援対象経費に10分の2を乗じて得た額 

実
践
活
動
支
援 

実践活動支援事業 支援対象事業に、過疎債（過疎法第14条第１項及び２項

に規定する過疎地域持続的発展特別事業の実施のため

特別に認められる地方債をいう。）を充当しない市町村 

中山間地域に所在する地区のうち、

「小さな拠点づくり」モデル地区推進

事業実施要綱第２の第３号に規定す

る地区を除いた地区 

⑴単独エリアでの取組 

支援対象経費に２分の１を乗じて得た額 

⑵複数エリアで連携して行う取組 

支援対象経費に３分の２を乗じて得た額 


